
お
し
ら
せ

委
員

行
政
相
談
委
員

　
田
原
市
の
行
政
相
談
委
員
に
総

務
大
臣
か
ら
川
口
昌
宏
さ
ん
（
豊

島
町
）
が
新
た
に
委
嘱
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
本
田
則
子
さ
ん
（
高

松
町
）、
中
川
公
子
さ
ん
（
堀
切

町
）
が
再
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
任

期
は
平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
平

成
31
年
３
月
31
日
ま
で
の
２
年
間

で
す
。

人
権
擁
護
委
員

　
新
し
い
人
権
擁
護
委
員
に
、
仲

井
健
さ
ん
（
神
戸
町
）
と
糟
谷
寛

文
さ
ん
（
伊
良
湖
町
）
が
法
務
大

臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。
任
期

は
平
成
29
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

32
年
３
月
31
日
ま
で
の
３
年
間
で

す
。

▼
生
涯
学
習
課

☎
23‐３
６
３
５

22‐３
８
１
１

夏
季
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
参
加
事
業
所

１
０
０
４
８
９
７

対
象：市
内
事
業
所
な
ど　
内
容：

午
後
８
時
～
10
時
の
2
時
間
、
ラ

イ
ト
ア
ッ
プ
施
設
な
ど
の
照
明
を

消
灯　

期
日
：
６
月
21
日
（
水
）

～
７
月
７
日
（
金
）［
予
定
］　
申

込
：
６
月
２
日
（
金
）
ま
で
に
環

境
政
策
課
、
市
Ｈ
Ｐ
に
あ
る
票
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
直
接
ま

た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
・
郵
送
に
て　
そ
の

他
：
ご
家
庭
で
も
不
要
な
照
明
は

こ
ま
め
に
消
す
な
ど
、
省
エ
ネ
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
環
境
政
策
課

☎
23‐３
５
４
１

23‐１
８
３
２

募
集

児
童
ク
ラ
ブ・放
課
後
子
ど

も
教
室
指
導
員

１
０
０
３
７
０
３

募
集
人
員
：
20
名
程
度　

対
象
：

児
童
の
指
導
に
熱
意
と
理
解
が
あ

り
、
心
身
と
も
に
健
康
な
方　
任

期
・
採
用
期
間
：
７
月
21
日
（
金
）

～
８
月
31
日
（
木
）　
勤
務
場
所：

市
内
児
童
ク
ラ
ブ
お
よ
び
放
課
後

子
ど
も
教
室
（
住
所
地
な
ど
を
考

慮
）
勤
務
形
態
：
週
３
～
４
日
勤

務
／
午
前

８
時
～
午

後
１
時
30

分
、
午
後

０
時
30
分

～
６
時
、

午
前
８
時

～
午
後
６
時
の
交
代
勤
務
／
７
月

22
日
以
外
の
土・日
曜
日
、
祝
日
、

８
月
13
日
～
16
日
を
除
く　

賃

金：時
給
９
６
０
円　
選
考
方
法：

面
接
（
詳
細
は
後
日
通
知
）　

申

込
：
５
月
31
日
（
水
）
ま
で
に
生

涯
学
習
課
に
あ
る
履
歴
書
（
市
Ｈ

Ｐ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
可
）
に
必

要
事
項
を
記
入
の
上
、
直
接
提
出

流
域
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

一
斉
調
査
　
参
加
者

１
０
０
３
６
４
４

対
象
：
ど
な
た
で
も
（
小
学
生
以

下
の
場
合
は
保
護
者
同
伴
）　

調

査
期
間
：
９
月
末
ま
で　
調
査
場

所
：
田
原
市
内　
内
容
：
身
近
な

水
辺
（
川
や
た
め
池
、湖
、水
路
、

海
辺
な
ど
）で「
水
の
き
れ
い
さ
」

「
水
の
量
」「
生
態
系
」「
水
辺
の

よ
う
す
」
に
つ
い
て
の
調
査
・
報

告
／
五
感
に
よ
り
水
の
色
や
に
お

い
な
ど
を
評
価
す
る
簡
単
な
も
の

申
込
：
環
境
政
策
課
、
市
Ｈ
Ｐ
に

あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
環
境
政
策
課
へ
提
出　
主

催
：
尾
張
・
西
三
河
・
東
三
河
地

域
水
循
環
再
生
地
域
協
議
会

▼
愛
知
県
環
境
部
水
地
盤
環
境
課

☎（
０
５
２
）９
５
４‐６
２
２
１

（
０
５
２
）９
６
１‐４
０
２
５

▼
環
境
政
策
課

☎
23‐３
５
４
１

23‐１
８
３
２
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